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お知らせ

時  11 月１日（火）14：00 ～
場  文化センター
対  市内在住の個人または法人
内   ①北本都市計画都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針の変更
　②北本都市計画区域区分の変更
意見を述べたい場合
　 公述申出書を 10 月 4 日（火・必着）

までに市都市計画政策課または県都市
計画課へ郵送または直接。※埼玉県電
子申請届出サービスによる提出も可。

県が決定する都市計画の変更への
意見をいただく公聴会の開催

　桶川都市計画事業（仮称）桶川北
本ＩＣ周辺東部地区土地区画整理事
業にあたり、埼玉県環境影響評価条
例第６条及び第６条の２に基づき、縦

環境影響調査計画書の縦覧
および説明会の開催

　就業構造基本調査は、国が実施す
る統計調査のうち、特に重要なものと
される「基幹統計調査」です。
　日本の就業・不就業の実態につい
て調査を行い、調査結果は雇用政策、
経済政策などの企画・立案のための
基礎資料として活用されます。
　９月から、調査員が調査をお願いす
る地域・世帯に伺いますので、ご協力
をお願いいたします。
問行政経営課統計担当（☎ 594-5516）

就業構造基本調査
調査員がお宅を訪問します

他   公述申出者がいない場合は中止。
　 傍聴を希望する人は 10 月 14 日
（金）以降に都市計画政策課都市
計画政策担当（☎ 594-5546）へ
電話または直接。
都市計画変更の構想（原案）の閲覧
期  9 月 20 日（火）～ 10 月 4 日（火）
　平日 8：30 ～ 17：15
閲覧できる場所　県都市計画課、北

本県土整備事務所、都市計画政策
課　※県ホームページでも閲覧可

問埼玉県都市計画課（☎ 048-830-5341）
　 都市計画政策課都市計画政策担当
（☎ 594-5546）

覧および説明会を実施します。
●環境影響評価調査計画書の縦覧
期 9 月 16 日（金）～10 月 17 日（月）
　平日 8：30～17：15
場  環境課窓口、県ホームページ、桶

川市ホームページ
●環境影響評価調査計画書の説明会
時 9 月 30 日（金）19：00～
場  西部公民館
他他の開催日程や変更・中止について

は桶川市ホームページをご覧ください。
●計画書に対する意見書の提出
期 9 月 16 日（金）～10 月 31 日（月）
提出方法　縦覧場所に備えてある意

見書に必要事項を記入し、持参、
郵送またはＦＡＸ
提出先　 桶 川 市 役 所 都 市 計 画 課
（〒363-8501 桶川市泉 1-3-28、
ＦＡＸ048-786-9866）
問  桶川市都市計画課
　（☎ 048-788-4950）

令和５・６年度建設工事請負等競争入札参加資格審査申請の受付

　市が発注する建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理業務の
競争入札参加資格審査における申請の受付を県と共同で行います。

新規申請　９月１日（木）～ 22 日（木）に申請書類を郵送で提出
更新申請　 10 月５日（水）～ 11 月 11 日（金）（建設工事のみの場合は、

11 月 25 日（金）まで）に競争入札参加資格申請受付システ
ムで電子申請を行い、申請書類を郵送

郵送先　　〒 330-9301　さいたま市浦和区高砂 3-15-1
　　　　　埼玉県入札審査課審査担当（工事）宛
有効期間　令和５年４月１日～令和７年３月 31 日
他  詳細は県ホームページをご覧ください。
問  財政課契約・検査担当（☎ 594-5513）

【新型コロナウイルス感染症拡大防止のため】　◎各イベントは中止、延期、変更の可能性があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはホームページまたは各拠点へお問い合わせください。
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　生ごみ処理機を
購入・設置する家
庭に補助金を交付
しています。 詳細
は市ホームページ
をご確認ください。
対  令和４年度中に購入した生ごみ処

理容器（コンポスト容器・ＥＭぼか
し容器）、電気式生ごみ処理機
申請期限　令和５年３月 31 日（金）
他   予算額を超過した場合、補助金を

支出できないことがあります。購入
前に必ず下記担当へ問い合わせく
ださい。

問  環境課資源循環担当
　（☎ 594-5553）

生ごみ処理機購入費補助金

動物の飼育は愛情と責任をもって！

　飼い主は、命ある動物を一生大切にし、近隣に迷惑をかけないよう、
マナーを守って飼いましょう。

●正しい飼い方ができているかチェック！
□種類、年齢、状態を踏まえた適切な食事や清潔な水を与えていますか？
□狭い場所に閉じ込めず、自然な動作がとれるようにしていますか？
□汚れや毛玉、爪の伸びをそのままにせず、お手入れをしていますか？
□皮膚、耳、目、鼻、口、四肢に異常がないかチェックしていますか？
□犬の登録と毎年の狂犬病予防注射をしていますか？
□犬や猫に迷子札（犬なら登録鑑札札や注射済票）をつけていますか？
□たくさん飼いすぎていませんか？
□不妊・去勢手術等、適切な繁殖制限をしていますか？
□犬を放し飼いにしていませんか？
□排泄物や抜け毛等はすぐに片づけていますか？
□犬の散歩にリードを使用していますか？
□猫の室内飼育のメリットを知っていますか？
※野良猫の繁殖に繋がるため、安易な「エサやり」はやめましょう。

●動物フェアを開催します！
期  ９月 20 日（火）13:00 ～ 27 日（火）12:00　※ 26 日（月）を除く
場  文化センター
内長寿犬の写真展示・市内小学校児童による動物愛護絵画の展示

　車いすのままで乗り降り可能なリフト
付き車両の貸出を行う重度障害者移
動支援事業を実施しています。詳細
は市ホームページをご覧ください。
他  運転者は利用者自身が確保してくだ

さい。燃料費は自己負担です。

車いすのまま乗降できる車両
を貸し出します

　障がいのある人を扶養している保護
者が死亡または重度障害の状態になっ
たとき、障がいのある人に 1 口当た
り毎月２万円の年金を生涯にわたり
支給します。
掛金 １口 9,300 円～23,300 円 /月
　 加入時の年齢により変動。障がい

のある人 1 人につき 2 口まで
　 ※所得状況等により、掛金が減額・

免除される場合があります
他  要件等、詳細は市ホームページを

ご覧ください。
問  障がい福祉課給付担当
　（☎ 594-5504）

埼玉県心身障害者扶養共済制度

申 問利用開始日の１週間前までに北本
市社会福祉協議会（☎
593-2961、FAX592-
9442）へ。

問環境課環境政策・保全担当（☎ 594-5524）

北本市役所　☎ 591-1111（代表）・FAX592-5997
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